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千葉市教育委員会会議第1回定例会議事日程

令和3年1月29日 （金）

午 後 2 時 開 会

1 開会

2 会議録署名委員の指名

3 会期の決定

4会議録の承認

5 議事日程の決定

6 非公開審議の決定

7 報告事項

（1） 緊急事態宣言発令に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止対
策について ……… 1

［総務課］

8 議決事項

議案第1号令和2年度補正予算について （2月補正） 【別冊】

［企画課・学校施設課・生涯学習振興課］

議案第2号令和3年度当初予算について 【別冊】

［総務課］

議案第3号千葉市立中等教育学校設置条例の制定について

【別冊】

ノー、
［学事課］

議案第4号中等教育学校の設置に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 【別冊】

［教育改革推進課］

9 臨時代理報告

報告第1号千葉市立学校職員服務規程の一部改正について

・・… 3

[教育給与課］

10 その他

1 1 閉会
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報告事項(1)

緊急事態宣言発令に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

教育総務部総務課

1 学校における対応

＜小。中。特別支援学校＞

（1） 登校。出欠の扱い

・原則休校にはしないが、休校となった場合は、感染状況により、段階的に以下のような

手立て（登校のさせ方）を講じる。

個別相談日、分散登校日

・保護者から感染が不安で欠席させたいという申し出があった場合は、学校長の判断で

「出席停止j とする。

（2）学習保障

・休校とした場合、また保護者からの申し出等により出席停止とした場合の児童生徒に

対し、学習プリント、 ドリルパーク等による家庭学習に加え、 ZOOM等を活用し、児童

生徒の心のケア・学習の状況等を把握する。

・家庭における学習用の端末として、貸出用の端末(4,864台)の貸与が可能

（3）学校行事等。

・原則中止

修学旅行、農山村留学等

授業参観等（主に校外の者を校内に招く行事）

※文部科学省等の通知に準じる。

＜市立高等学校、稲毛附属中学校＞

・原則、休校としない。

・時差通学、分散授業の実施

※文部科学省等の通知があれば、その通知に基づき判断

・入学者選抜は､県教育委員会の判断や県立中学校入学者選抜の状況も参考にし､対応する。

（市立稲毛高等学校附属中学校では、面接を中止し、適性検査のみとして実施(1/24))

ｰ、
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＜部活動＞

･活動は、放課後、高等学校は90分以内、中学校は60分以内とし、合

効果的な活動を行う。

・休業日 （土曜日及び日曜日《祝日等）は活動しない。

・朝練習は行わない。

・対外試合（公式戦・練習試合等)、合同練習、演奏会等は、行わない。

合理的でかつ効率的．

2社会教育施設における対応

＜生涯学習センター、公民館、南部青少年センター＞

・感染拡大防止対策を講じたうえで開館

。夜間貸出（18時をまたぐコマ）は休止

・自習室開放は休止（公民館、南部青少年センター）

＜科学館、博物館、埋蔵文化財調査センター＞

・感染拡大防止対策を講じたうえで開館

＜図篝館＞

・感染拡大防止対策を講じたうえで開館

・自習室、読書室は利用中止 §

・中央図書館は、 17時30分で閉館（土日と同様の取扱いとする）

＜放課後子ども教室、アフタースクール＞

・感染拡大防止対策を講じたうえで実施
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報告第1号

千葉市立学校職員服務規程の一部改正について

千葉市立学校職員服務規程の一部改正について、次のとおり臨時代理

により処理したので報告する。

令和3年1月29日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美 ‘

千葉市教育委員会訓令（甲）第6号

教育委員会事務局及び各教育機関

千葉市立学校職員服務規程（平成29年千葉市教育委員会訓令（甲）

第2号）の一部を次のように改正する。

令和2年12月24日

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市立学校職員服務規程（平成29年千葉市教育委員会訓令（甲）

L

第2号）の一部を次のように改正する。

様式第8号（裏）を次のよう『に改める。
(裏）

〈備考

1 届α浬田fこ【ま次0

2前項②の休暇の申請の際には､備考棚に休暇を取得することとなる事由(通勤経路等の状況)を記戯するこ皇

3第1項⑤の休暇の申請の際には､備考欄に産前､産後の区分を記載することとし､産前にあうては分べん予定日を､産後にあっては分べん日をあわせて記載すること． ’
4第1項⑥の休暇の申請の際には､備考栂に配偶者の産前､産後期間の区分を記栽することとし､産掛二あっては分ぺん日をあわせて記載すること。

5第1項⑧の休暇の申請の際には､備考機に父母｡子又は配偶者の区別､氏名、祭日の種類及び祭事､法事等の場所を記載すること｡

6第1項⑨の休暇の申請の際には､_備考欄に死亡者の氏名．続柄､死亡年月日及び葬儀の場所を記載すること．

7第1項⑩の休暇の申請の際}。ま､備考棚に休暇を取得できる期間の基準となる事由(入籍､結婿式(披露宴)又は同居開始のいずれか早いもの)とその年月日を記載すること｡
8第1項⑩の2の休暇の申請の際には､別に定める苓類を添付すること§

9第1項⑪の休暇の申請の際には､ドナー登録等を行うことを証する書頚を添付すること．

10第1項⑭の休暇の申請の際には､備考機に保育する子の出生日を記載すること。

11第1項⑮の休暇の申請の際には､備考橋にく'>被災者への支援活動､ (2)社会福祉施設等における活動､(3)千葉市町内自治会連絡協議会等における活動､(4)その他の区分を
記載すること．

12第1項＠の休暇の申請の際には.年度の初回に､備考棚に対象となる全ての子の氏名及び生年月日を記載するほか､申請の都度､備考欄に看護が必要な子の氏名と休暇日
の看護の状況を記載すること．

13第1項⑱の休暇の申請の際には､年度の初回に､備考偶に対象となる全ての孫の氏名及び生年月日を記載するほか､申請の都度､備考樹に看護が必要な係の氏名と休暇日
の看護の状況を記載すること鰻

14第1項⑲の休暇の申請の際には､備考偶に妻の産前､産後期間の区分を記城することとし､産前にあっては分べん予定日を､産侭二あっては分べん日をあわせて記栽すること。

15第1項⑳の休暇の申請の際には､備考擢に要介護者の氏名及び休暇日の介鞭の状況を記載するほか､要介護者の状態等111出書(榛式第6号の2)を添付すること｡また､要介
護者がパートナーー又はその親族である場合については､別に定める書類をあわせて添付すること。

16半日単位の休暇は.第1項⑥､⑰､⑱､⑲.⑳､⑳の事由によるものに限ること．

、
１

3

提出日 期 間
休暇の

事由
残日数

承認 f印又I 署名
備 考

月 日

月 日（ ） から

月 日（ ） まで

日

時間 分

日

月 日

月 日（ ） から

月、 日（ ） まで

日

時間 分

日

①地震､水害､火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが

箸しく困難であると認められる場合

②地震､水害､火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して､職員が退

勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合

③地震､水害､火災その他の災害により職員の現住居が滅失し､又は損壊した

場合 、

⑤女性職員の分べん

⑥配偶者の出産

⑦女性職員の生理

⑧父母､子又は配偶者の祭日

⑨忌引

⑩職園の結婚(事実婚を含む蕊）

⑩の2職員のパートナーシップの形成

⑪骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末しよう血幹細胞

のドナー登録又はそれらの提供に伴う検査､入院等

⑫選挙権その他公民としての権利行使 ，

⑬裁判員､証人等とじての官公署への出頭

⑭生後1年に達しない子の保育． ’

⑮社会に貢献する活動

⑯
⑰
⑬
⑲
⑳
⑪

夏季における心身の健康保持､増進等

子の看護休暇 ，

孫の看護休暇

妻の産前産後期間における男性職員の育児参加

短期介護休暇

不妊治療



附則

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、 当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

、
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報告説明

千葉市立学校職員服務規程の一部改正について、千葉市教育委員会

組織規則第9条第1項の規定に基づき臨時代理により処理したので、

同条第2項の規定に基づき報告するものであります。
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令和3年1月29日

令和3年千葉市教育委員会会議第1回定例会

[参考資料］

報告第1号関係 1● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ･ ● ●
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報告第1号関係参考資料

千葉市立学校職員服務規程の一部改正について

1

、

教育総務部教育給与課

1 改正の趣旨

特別休暇の事由の追加及び一部の統合整理に伴い、特別休暇願の様式を改める。

2改正内容

特別休暇願の改正（様式第8号関係）

以下のとおり特別休暇を新設、統合及び整理するため、その内容について特別休暇願に記

載するとともに、休暇の事由の番号を対応させる。

【改正後】 【参考】国の規則【改正前】

3施行期日

令和3年1月1日

I

主

1

l 地震、水害、火災その他の

災害又は交通機関の事故等に

より出勤することが著しく困

難であると認められる場合

人事院規則

15-14

§22-17

2地震、水害、火災その他の

災害又は交通機関の事故等に

際して、職員が退勤途上におけ

る身体の危険を回避するため

勤務しないことがやむを得な

いと認められる場合

』
人事院規則

15-14

§22-18

3地震、水害、火災その他の

災害により職員の現住居が減

失し、又は損壊した場合

人事院規則

15-14

§22-16

4削除

5～21 (略）

l 感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律(平

成10年法律第114号)による交通

の制限又はしや断

2震災、風水害、火災その他こ

れらに類する災害等により出勤

することが著しく困難であると

認められる場合

3震災、風水害、火災その他こ

れらに類する災害による職員の

現住居の滅失又は破壊

4交通機関の事故等の不可抗力

の事故

5～21 (略）
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報告第1号関係参考資料

新旧対照表（千葉市立学校職員服務規程の一部改正）
釣晉委巨 至，-号） 〃

’

n項②の休咽の叩研の照には.m 量閥に休暇を、

附則

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式により調製された用紙は、 当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

1

2

３

改正前
へ

改正後

本則～様式第8号（表） （略）

（輿）

提出H 期 間
休暇の

平山
残日数

承認 印又I 肩名
備 考

11 11

j1 1.1 （ ) 力も

月 I】 （ ） 燕

日

時間 分

日

月 日

月 日（ ) から

月 日（ ） まで

日

時侶】 分

【 1

1， ，l II ：{ ｜ 鴬｜ ”間 ；｜ ｜ ‘｜ l l l l l
局屑

l 休暇のV畑】には次の爵号を記堕す-ること。

2 nfl咽⑤の休暇のIII細ﾜ塀には、仏

u蕊I項⑥の休昭の[I'鮒の照には 、

4副1噸③の休暇の叩』､‘籾|こは．

旦菰1項⑨の休哨の(I'』Aの際には.

‘瓢1噸⑩の休畷の､'淵の際には.

7副1項⑩の2の休晴の111鞘の際Iこ

旦琉1咽⑪")休暇の111酬の際には.

2列1項⑭ﾛ)休酬のIiiJnの際には.

19狐l唖⑮〃)休珊の申洲の陳には！

と紀虹･#．ること。

LL副1噸⑰の休暇の巾』､の際には.

1 1の洞 期の状況を｡配岐－1.ること､

皿踊1噸⑬の休暇の叩JAの際には､

には､備
､

の巾』､の際には．

⑩什髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹

ドナー丑録又はそれらの提供に伴う桟

⑬道歌庵その他公民としての樋'1行使

、奴判員､証人算としての宮公胃への出頭

、生後1年に適しない子-の促育

⑮仕会に貢献する活動

⑲笈季における心身の健斯保持.墹進等

p子の莉硬休暇

p係の肴護休暇

p妻の産前産後期間におlﾅる男性睡員の育冊

勘短期介謡休弔

⑳不妊治頗

7勺ては分べん･7‘定、2．.巌後に‘打っては分べ人

占ととし、 』騒縫にあってI･土分べん【】をﾙ)わせて妃咀

前産後期間におlﾅる男性睡員の育児

細胞移植のための

査、 人院弓

砥加

護休弔

末しよう血幹細胞の

吋楓に産前.廠後の区分を記敏寸-ることとし,産前にあっては分べん･7'定r12．.巌後に〃)ってば分べん日をあ』>せ-て記蚊-ｹること．
円には 偶牙梱に配偶9．の産前､産後期間の区分を記紐寸・ることとし､ ｣騒縫にあっては分べん【】をﾙ)わせて妃陞-rること”

H|こは.備叶欄に父母.子又は配侭番の区MII・氏名､県日の、頤及び察取.雌車呼の出所を記蚊寸･る.二と。

Rには.備男掴に死亡肴の氏糸､続柄､死亡年月［1及び能的の自所を肥伍-ｲ.ること令

黒には.偏茸掴に休暇を取得できる期間の厭砿となる事由（入簡､帖峨式(彼函再〉又1．t同居関姑のい･1,れル､厚.し､もの)とその年月「Iを記唖･ｵ･ること。
の際Iこは、別に定める害顛を齢付す．ること，

鴇には．ドナーー睦嘩淳徴了うこと繩正寸-る暫甑を添付すること。

Rには．憧 牙欄に保育す.ろ千・の出生日と腿鮫寸.ること。

照には.偏常欄に( 1)披災＃、への支攪隅動､ (2)I上会隅祉胞股笄における晒動､ (3) ．f睡市田I･内fI〃↑全通鰯協殿会津における儒・動. (4)その他の区分

ｨf庇の

F

"J回に．帽 斯欄に対傘となる全ての･7･の氏fl及び生年ﾉ1 1】を紀姓1.るlﾕ〃，､ 111鮒の例1t.偏券岡に聯堀が必浬な.子の氏名と休哨

ｲfz皮の〃1回に、鯛封掴に対触となる全ての係の氏も及び生年月日を｡紀健-1.るほ〃,、 l1i鮪の梛度.鰯希圏に府堀が必｡要准係の氏名と休暇
日の同期の状侃を妃随一ｵ.ること，

旦鞆1rﾛ⑲{ﾉ>休暇の申』､の際に11､陶券棚に淫の産前､席後期旧1の区分を記鮫寸･ることとし､産前に〃>ってば分べんjT･定日を､歴俊にあっては分べん日きめｵｧttて配種-↑･るこ
と。

u蕊1項⑳の休哨の叩調の際に1-1、陶苛偶に喪介語番の氏名及び休暇日の介珊の状況を配唾-ｲ･るほか．

湧介渕杯 がバｰｰﾄﾅｰｰ又I･よその閥砿で〃》る出合については、別に定める啓晒をあjパtて脈付寸･ること。

胆f島I1ql位"休暇は.鞆l 【ﾛ⑥.⑰.⑯.⑲､⑳､⑳の平巾による(｣のに限ること.

菜式第9号～様式第29号（略）

悟介期H･の状態扉111出Zf(係式翻6号の2)を巌付すること。また､

駅恥咋の予防又は戚馳序の吸宥に対する医鰹に閣十ろ法伽に′kろ亭測の湘|隈

又はしゃ断

蘭災.阻水･蔦.火塊その伸 これらに晒す-ろ災宵による81m嗣圃

屑災 阻水宵一火災千の他これらに緬寸.ろ災暫Iこ､L誕員の呪住居里睦夫又は

直盛

宴iJl纏閲の事故秤の不可杭】の亨故

女性唖尚の分べん

配偶付の出産

女性唖員の生理

父母．子又は配偶番の祭日

忌引

殿、の誌州（事実脇をざむ． ),

の2m側のバｰﾄﾅｰ･ヨシ･ﾝプの形成

膣山一:| |-堂-し過_』L斗｣｣_| | －－－－－l
錘÷スール味暉の車巾1寺f十方の竪巳…1

3魂1項⑤の休暇の印'厨の陣には、価測

4訂1項⑤の休暇の叩'蹄ﾜ源には､閥珂

§訂1項⑧の休暇の申耐の照には、飼剥

目第1項⑨の休咽の申鯖0狸には.価弓

Z節1項⑩の休暇の申踊の際には、価考

日琉1項⑩の2の休暇の申職の際にIﾕ､ 1

2第1項⑪の休瑠の申膳び輻には、ドナ

lQ節1項⑭の休暇の申胴0堀には．価均

旦筑1項⑮の休咽の巾厨の照には、側判

紀故すること。

12第1rﾛ⑰の休暇の叩脳の際には、年度

の石謡の状呪を妃絃寸~ること。

坦笂1項⑱の休暇のり｣腋の際には､年度

の蒋設の状況を記絃すること．

以諏1項⑬の休暇の申研の照には､鯛尋

坦蒐1項⑳の休暇の耶砿の際には,価琴

磯者がパートナーー又はその睨族で〃必喘

皿半日I仙位の休暇は､薊1項⑥.⑰､⑱、

様式第9号～様式合

l⑤の休暇の印I厨の陣には､価牙

鯛零

号～様式第

掴に駁､11､歴維の区分を記載-ｲｰることとし．唖AIIにﾙｱつては分べん予定側を､産後に"わては分べん【]を〃〕ｵ＞せて紀随･1-ること．
i⑤の休暇の叩'蹄の照には､閥尋閥に妃餌肴･の産､I,産後則間の区分を槌戟寸-ることとし､庶俊にﾙﾝつては分べんﾛ“ﾌわせて妃柱すること．
i⑧の休暇の申耐の照には、飼斬閥に父母.子又は配偶行の区:'1．氏名.祭【Iの轍繭及び祭噸、法事秤の場所を妃載寸-ること．
i⑨の休咽の申鯖の際には.価封閥に死亡荷の氏名.睨柄.死亡年ﾊﾄ1及び傑蝿の醐所を記粧-ｲｰること。

i⑩の休暇の申踊の際には､価考掴に休蝦を取得でさる期間の歴硝となる申nI (人兇.綜砺式(岐画耳)又は同居開始のいずれか早いもの)とそのｲW]ﾛを妃絃すること。
I⑩の2の休暇の申職の際にIﾕ､別に定める蚕顛を齢f:↑す･ること．

〔⑪の休瑠の申膳び輻には、ドﾅｰ陸録等を行うことを証する曾晒を祁付･ｲ･みこと．

i⑭の休暇の申胴0堀には．価埒閥に保商寸-る子のM峨日を超舷すること。

i⑮の休咽の巾厨の照には､側零個に(1 )瞳災行への支個階動､ (2)社会蝿M･施鐙秤に"』Iろ鵬⑩』､ (］)千蔑市町内､沽会連脇協踊会郵におl ･↑る店勅. (4)その他の区分を
ること。

i⑰の休暇の叩脳の際には、年度のり】回に.価身柵に対蝕とﾉまる金ての7．の氏f'!及び生年j1日を紀敏･ｲ･るIﾕか､ 11'流の都度､恂舜欄に砺蛎が必図な.7.の氏私と休暇I】
の状呪を妃絃寸~ること。

i⑱の休暇のり｣腋の際には､年度のW)回Iこ・間奪梱に対象となる企ての係の1t名及び生年〃11を紀圧-ｲｰるほ力､､ 1$I論の都度.伽舜欄に埼稚が必嬰な係の氏必と休暇､
の状況を記絃すること．

個に妻の産前・産後期問の区分を記碇‐ｲ．ることとし．産nfIに‘あっては分べん予定日を､産後に4ﾀｧうては分べん日をあわせて記鞍すること．
価奪欄に要介蒋番の氏名及び休暇日の介捲の状況を記位寸.るほか、要介膳荷の状態郡申出書(傑式節6斗の2)を添1,↑すること。また．貿介
P>る島合については､別に定める圏晒を〃)ｵﾝせて添!;1．ｲ･ることg

､⑱､⑲.⑳.⑳の取山による(』のに殴ること。

29号（略）

①施霞一水夷一火襲子の仙の災寓又は亨澗樒閣の亦故等に上り出動す．ろﾆﾄが
薯し<困硫でまる卜鰯められろ靭合

②娘画一水害.火塊手酬h,の鰐実叉は守撤臨照の耶故輔に際して_唖目がijl

研1i余卜における身体の伝険$ｲ可剖寸･ろため勃旅Lないニトがや好討邪ない上

、理めらhろ場今

③勉周 水奔一火鯉子の杣り災宮I茎旦唖員の呪住居正腫失L一又は柵燦1.件

壁

⑤女性騒員の分べん

⑥艇偶者の出産

⑦女性昼員の生理

⑧父母、子又は鰹偶者の祭日

⑨忌引

狗唖目の皓碓（亭実姉吟会rP‐ ）

⑩の2回貝のパートナ.一ｼｯブの形成

⑪骨醐移殖のための骨醐若しくは末しよう血幹細胞移楓のための末しよう血幹細胞

のド･ﾄｰ正隊又はそれらの提供に伴う検五、入院郡

⑫i魁雛随その他公民としての庵利行使

⑰
⑭
⑮
⑮
⑰
⑱
⑲
⑳
⑳

凪削旧、証人秤としての‘面公軒への出頭

生後1年に通しない子の保育

社会に貢献する活動

夏季における心身の健康保持、墹進淳

子の腎壌休暇

係の斬鐇休畷

蕗の廠帥産低期

短朗介堀休暇&

不妊冷凍

問における男性騒員の育児参加
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